




























【別添２】

大変
優れて
いる

優れている ふつう

１．業務実施（95点）

1-1

過去３年以内（令和３年度～令和５年度）に、国公私立大学等の高等教育機
関、高等学校の入学試験又は各種資格試験の試験問題において問題冊子
及びマークシート形式の解答用紙で類似する案件の受注実績があること。
実績数に応じて加点する。

過去3年以内に、国公私
立大学や高等専門学校
等の高等教育機関、高
等学校の入学試験につ
いて5件以上の実績が

ある
15

過去3年以内に、国公私
立大学や高等専門学校
等の高等教育機関、高
等学校の入学試験につ
いて3件以上の実績が

ある
5

0

1-2

原稿またはこれらのデータ類及び印刷物等の機密品（以下、「機密品」とい
う。）を持ち運ぶ場合は施錠できる搬送容器を利用し、公共交通機関を利用
せず、複数人で持ち運ぶこと。なお、「持ち運ぶ」とは、機密品を管理区域か
ら外へ移動させること又は当該区域の外から当該区域へ移動させることを
いい、事業所内の移動等であっても、機密品の紛失・盗難等に留意する必
要がある。盗難・漏えい等の防止の観点において仕組みや工夫が優れてい
るものには加点する。

情報秘匿や鍵の保持方
法について優れた仕組

や工夫を複数持つ
20

情報秘匿や鍵の保持方
法について優れた仕組

や工夫を持つ
7

0

1-3

機密品を管理・保管する区域（以下「管理区域」という。）は、IC カード等の電
子的入退室管理システムにより、最小限の人員のみが管理区画へアクセス
でき、かつ入退室の記録が残るよう適切に管理されていること。また、これら
を証する書類等（管理規則、管理区域の図面、入退室管理システムの仕様
及び管理区域の写真等）を入札関係書類とともに提出すること。優れている
ものには加点する。

電子的入退室管理シス
テムを有するほか、特に
重要な箇所には警備員
を常駐させるなど優れた

仕組や工夫を持つ
20

電子的入退室管理シス
テムを有するほか、監視
カメラを配置するなど優
れた仕組や工夫を持つ

7

0

1-4
印刷等に使用した用紙については、成果物、損紙等の種類ごとに数量を管
理し、使用した数量と成果物と損紙等との合計数の突合を行い、保管管理
すること。優れているものには加点する。

ウエィトチェッカー等電
子機器を用いた確認を

行う
20

人的確認のほかに優れ
た仕組や工夫を持つ

7
0

1-5
各工程において、汚損、落丁、乱丁等の不具合がないかについて、電子的
機器を用いた確認を行うなど、厳重な品質管理の下、作業を行うこと。なお、
品質管理の観点において仕組みや工夫の優れているものには加点する。

カメラ検査装置等電子
機器を用いた確認を行

う
20

人的確認のほかに優れ
た仕組や工夫を持つ

7
0

２．ワークライフバランスについて（5点）

2-1

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定企業（える
ぼし認定企業）、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業（くるみん認
定企業等）及び、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業
（ユースエール認定企業）については加点するので、認定されていることが
確認できる書面の写しを提出すること。

※2　女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定
　　　 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3　常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）
※4　次世代法第15条の２の規定に基づく認定

※7　次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４号の規定に基づく認定

※6　次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和３年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令
附則第２条第２項の規定に基づく認定（ただし、※の認定を除く）

※8　次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成29年厚生労働省令第31号。以下
「平成29年改正省令」という。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成29年改正省令附則第２条第３項の規定に基づく認定

評価区分

評価項目（要求要件）

「令和７年度国立高等専門学校
入学者選抜学力検査問題等の印刷一式」に係る加点付与基準

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に
基づく認定（プラチナえるぼし、えるぼし認定企業）等
・プラチナえるぼし※1　　　５
・えるぼし３段階目※2　　 ４
・えるぼし２段階目（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）※2　　３
・えるぼし１段階目（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）※2　　２
・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定
義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が 100 人以下のもの）に限る
（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）※3　　１

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企
業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業）
・プラチナくるみん※4　　５
・くるみん（令和4年4月１日以降の基準）※5　　４
・くるみん（平成29年4月1日～令和4年3月31日までの基準）※6　　３
・トライくるみん※7　　３
・くるみん（平成29年3月31日までの基準）※８　　２
○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定
・ユースエール認定　　４
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人につ
いては、相当する各認定等に準じて加点する。

なお、複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を
行うものとする。

※1　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法第24号）による改正後の女性活躍推進法第12条の規定
に基づく認定

※5　次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和3年厚生労働省令 第185号。（以下
「令和3年改正省令」という。）による改正後の、次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条第１項第１号及び第２号の規定
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令和７年度国立高等専門学校入学者選抜学力検査問題等仕分け数

国語 数学 英語 理科 社会 国語 数学 英語 理科 社会 国語 数学 英語 理科 社会 国語 数学 英語 理科 社会

列1 列2 列3 列4 列6 列8 列7 列5 列9 列10 列14 列11 列13 列12 列98 列92 列93 列94 列95 列96 列97 列102 列143 列114 列135 列126 列15

1 函館工業高等専門学校 函館 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

2 苫小牧工業高等専門学校 苫小牧 500 500 500 500 500 2500 5 5 5 5 5 25 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

3 釧路工業高等専門学校 釧路 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

4 旭川工業高等専門学校 旭川 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

5 八戸工業高等専門学校 八戸 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

6 一関工業高等専門学校 一関 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

7-1 仙台高等専門学校(広瀬) 仙台・広 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

7-2 仙台高等専門学校(名取) 仙台・名 500 500 500 500 500 2500 5 5 5 5 5 25 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

8 秋田工業高等専門学校 秋田 200 200 200 200 0 800 2 2 2 2 0 8 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

9 鶴岡工業高等専門学校 鶴岡 300 300 300 300 0 1200 3 3 3 3 0 12 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

10 福島工業高等専門学校 福島 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

11 茨城工業高等専門学校 茨城 500 500 500 500 500 2500 5 5 5 5 5 25 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

12 小山工業高等専門学校 小山 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

13 群馬工業高等専門学校 群馬 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

14 木更津工業高等専門学校 木更津 500 500 500 500 500 2500 5 5 5 5 5 25 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

15 東京工業高等専門学校 東京 500 500 500 500 200 2200 5 5 5 5 2 22 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

長岡 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

17-1 富山高等専門学校(本郷) 富山・本 200 200 200 200 200 1000 2 2 2 2 2 10 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

17-2 富山高等専門学校(射水) 富山・射 200 200 200 200 200 1000 2 2 2 2 2 10 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

18 石川工業高等専門学校 石川 700 700 700 700 0 2800 7 7 7 7 0 28 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

19 福井工業高等専門学校 福井 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

20 長野工業高等専門学校 長野 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

21 岐阜工業高等専門学校 岐阜 500 500 500 500 0 2000 5 5 5 5 0 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

22 沼津工業高等専門学校 沼津 500 500 500 500 500 2500 5 5 5 5 5 25 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

23 豊田工業高等専門学校 豊田 500 500 500 500 500 2500 5 5 5 5 5 25 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

24 鳥羽商船高等専門学校 鳥羽 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

25 鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿 600 600 600 600 600 3000 6 6 6 6 6 30 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

26 舞鶴工業高等専門学校 舞鶴 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

27 明石工業高等専門学校 明石 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

28 奈良工業高等専門学校 奈良 200 200 200 200 200 1000 2 2 2 2 2 10 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

29 和歌山工業高等専門学校 和歌山 200 200 200 200 100 900 2 2 2 2 1 9 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

30 米子工業高等専門学校 米子 500 500 500 500 500 2500 5 5 5 5 5 25 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

31 松江工業高等専門学校 松江 500 500 500 500 500 2500 5 5 5 5 5 25 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

32 津山工業高等専門学校 津山 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

33 広島商船高等専門学校 広島 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

34 呉工業高等専門学校 呉 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

35 徳山工業高等専門学校 徳山 500 500 500 500 500 2500 5 5 5 5 5 25 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

36 宇部工業高等専門学校 宇部 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

37 大島商船高等専門学校 大島 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

38 阿南工業高等専門学校 阿南 200 200 200 200 200 1000 2 2 2 2 2 10 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

39-1 香川高等専門学校(高松) 香川・高 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

39-2 香川高等専門学校(詫間) 香川・詫 200 200 200 200 200 1000 2 2 2 2 2 10 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

40 新居浜工業高等専門学校 新居浜 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

41 弓削商船高等専門学校 弓削 200 200 200 200 200 1000 2 2 2 2 2 10 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

42 高知工業高等専門学校 高知 200 200 200 200 200 1000 2 2 2 2 2 10 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

43 久留米工業高等専門学校 久留米 500 500 500 500 500 2500 5 5 5 5 5 25 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

44 有明工業高等専門学校 有明 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

45 北九州工業高等専門学校 北九州 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

46 佐世保工業高等専門学校 佐世保 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

47-1 熊本高等専門学校(八代) 熊本・八 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

47-2 熊本高等専門学校(熊本) 熊本・熊 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

48 大分工業高等専門学校 大分 400 400 400 400 400 2000 4 4 4 4 4 20 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

49 都城工業高等専門学校 都城 300 300 300 300 0 1200 3 3 3 3 0 12 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

50 鹿児島工業高等専門学校 鹿児島 400 400 400 400 0 1600 4 4 4 4 0 16 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

51 沖縄工業高等専門学校 沖縄 300 300 300 300 300 1500 3 3 3 3 3 15 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

99 機構本部(八王子) 機構・八 200 200 200 200 200 1,000 2 2 2 2 2 10 400 400 400 400 400 2,000 8 8 8 8 8 40

99 機構本部（竹橋） 機構・竹 100 100 100 100 100 500 1 1 1 1 1 5 50 50 50 50 50 250 1 1 1 1 1 5

合計 20,700 20,700 20,700 20,700 17,900 100,700 207 207 207 207 179 1,007 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 16,000 64 64 64 64 64 320

学校
番号

学校名
学校名

（シール表
記）

本試験 追試験

合計
教科

合計

部数(問題冊子と解答用紙は同数) クラフト紙封包数(問題冊子と解答用紙は同数) 部数(問題冊子と解答用紙は同数) クラフト紙封包数(問題冊子と解答用紙は同数)

教科
合計

教科
合計

教科

別紙４


